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平成30年度

市
立
幼
稚
園
入
園
申
し
込
み
の

お
知
ら
せ

　
　
　
　

   

募
集
要
項

■
入
園
資
格　
　

　

つ
く
ば
み
ら
い
市
に
住
所
が
あ

り
、（
転
入
予
定
者
は
平
成
30
年
４

月
１
日
に
住
所
が
あ
る
こ
と
）
次
の

表
の
期
間
に
生
ま
れ
た
幼
児

組 生まれた期間

年長組（５歳児）
　平成 24 年４月２日
　　　　～平成 25 年４月１日

年中組（４歳児）
　平成 25 年４月２日
　　　　～平成 26 年４月１日　

年少組（３歳児）
　平成 26 年４月２日
　　　　～平成 27 年４月１日

　

平
成
30
年
度
に
新
た
に
市
立
幼
稚
園
へ
入
園
す
る

幼
児
の
申
し
込
み
を
次
の
と
お
り
受
け
付
け
ま
す
。

保
育
の
公
開

　

来
年
度
入
園
を
希
望
し
て
い
る
幼

児
を
対
象
に
、
保
育
の
公
開
を
行
い

ま
す
。
見
学
希
望
の
方
は
各
幼
稚
園

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
公
開
日
】

　

わ
か
く
さ
幼
稚
園
…
７
月
６
日
㈭
、

７
日
㈮
、12
日
㈬
、14
日
㈮
、18
日
㈫
、

19
日
㈬
／
す
み
れ
幼
稚
園
…
随
時
／

谷
和
原
幼
稚
園
…
７
月
７
日
㈮
、
10

日
㈪
、
11
日
㈫
、
12
日
㈬
、
13
日
㈭

◎
問
い
合
わ
せ
先

わ
か
く
さ
幼
稚
園　

☎
58
‐
０
０
１
４

す
み
れ
幼
稚
園　

☎
58
‐
３
４
２
５

谷
和
原
幼
稚
園　

☎
52
‐
２
３
３
０　

（
受
付
時
間
…
午
前
９
時
〜
午
後
4

時
／
土
、
日
、
祝
日
を
除
く
）

■
受
付
日
時

　

７
月
18
日
㈫
〜
24
日
㈪　

午
前
９

時
〜
午
後
４
時

※
土
、
日
を
除
く

■
受
付
場
所

　

わ
か
く
さ
幼
稚
園
、
す
み
れ
幼
稚

園
、
谷
和
原
幼
稚
園

■
申
し
込
み
用
紙
配
布

　

７
月
３
日
㈪
か
ら
配
布
し
ま
す
。

申
し
込
み
用
紙
は
、
わ
か
く
さ
幼
稚

園
、
す
み
れ
幼
稚
園
、
谷
和
原
幼
稚

園
お
よ
び
教
育
委
員
会
学
校
教
育

課
、
谷
和
原
庁
舎
（
市
民
窓
口
課
）

に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

■
通
園
方
法

　

幼
稚
園
バ
ス
ま
た
は
保
護
者
送
迎

■
給
食

　

給
食
を
実
施
し
て
い
ま
す
。（
平

成
29
年
度
は
月
額
３
６
０
０
円
）

■
保
育
料

　

保
護
者
の
所
得
な
ど
に
応
じ
た
保

育
料
と
な
り
ま
す
。
詳
細
は
、
下
段

の
表
「
月
額
保
育
料
」
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

■
募
集
園
児
数
お
よ
び
区
域 

　

次
の
表
の
と
お
り
。（
平
成
29
年
５

月
１
日
現
在
。
4
歳
児
・
5
歳
児
の

募
集
人
数
は
、
今
後
の
転
出
入
な
ど

に
よ
り
変
動
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

幼稚園 ３歳児 ４歳児 ５歳児 通園区域（小学校区）

わかくさ幼稚園 60 人 30 人 21 人 　小張・板橋

すみれ幼稚園 40 人 40 人 23 人 　谷井田・豊・三島・東

谷和原幼稚園 60 人 0人 ３人 　谷原・十和・福岡・小絹

市民税所得割課税額による区分 保育料
第１子 第２子 第３子～

①生活保護世帯 ０円 ０円

０円
②非課税世帯（所得割非課税世帯含む） 2,500 円 ０円

③所得割課税額 77,100 円以下 6,000 円 3,000 円

④所得割課税額 211,200 円以下 7,500 円 3,700 円

⑤所得割課税額 211,201 円以上 9,500 円 4,700 円

■月額保育料

みらい平地区（陽光台・紫峰ヶ丘・富士見ヶ丘）にお住まいの方は、
わかくさ幼稚園または谷和原幼稚園のどちらか１園に応募してください。

※
定
員
を
超
え
た
場
合
は
抽
選
と
な

り
ま
す
。
抽
選
日
は
８
月
19
日
㈯
を

予
定
し
て
い
ま
す
。

　

抽
選
の
詳
細
は
７
月
31
日
㈪
以
降

に
通
知
お
よ
び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど

に
掲
載
し
ま
す
。　
　
　
　

※
応
募
申
し
込
み
は
、
通
園
区
域
の

１
園
の
み
で
す
。

問 

教
育
委
員
会
学
校
教
育
課　

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
７
１
０
７
）

◎金額の見方
年少から小学校３年生までの範囲内に子どもが２人以
上いる場合、最年長の子どもを第１子、その下の子
を第２子とカウントします。ただし、②非課税世帯お
よび③所得割課税額 77,100 円以下の世帯については、
「小学校３年生まで」の年齢制限はなくなります。
◎市民税所得割課税額は、園児と同一世帯の父母お
よび「家計の主宰者」である扶養義務者の課税額を
合算します。

手続き・お知らせ


